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資料７ 

 
 
 

日本年金機構の職員採用における国民年金保険料の 
取扱いの経緯について 

 
 
○外部（民間）からの日本年金機構の正規職員採用については、平成２１年７

月２８日開催の第１１回日本年金機構設立委員会において、日本年金機構職

員採用審査会委員長から設立委員会委員長宛てに「外部（民間）からの日本

年金機構の正規職員採用に関する意見書」が提出、報告された。 
 
○同意見書においては、「日本年金機構の職員の採用の基準（平成２０年１２月

２２日日本年金機構設立委員会決定）」を踏まえ、職員採用審査の基本方針の

ひとつとして、「特別の事情がないにもかかわらず、国民年金保険料の長期未

納がある者は採用しない」ことが掲げられ、具体的には、「国民年金保険料の

未納期間（学生の期間の未納を除く。）が１３月以上の者」を除外した旨が報

告されている。 
 
○なお、未納期間の確認については、採用面接時において、本人からの同意書

の提出を得た上で行っている。 
 
○この報告を受け、設立委員会において、職員採用審査会意見書のとおり職員

採用について決定することとされた。 
 
○実績としては、正規職員については、国民年金保険料の未納期間（学生の期

間の未納を除く。）が１３月以上の者は採用していない。 
 
○准職員については、国民年金保険料の未納期間（学生の期間の未納および直

近２年間の未納を除く。）が２５月以上の者は採用していない。 
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